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一　 は じめに

人事訴訟 とは身分関係の形成又は存否の確認を目的 とする訴えのこと

をい う。主に婚姻関係訴訟、親子関係訴訟、養子縁組訴訟を指 している2。

人事訴訟とい う呼称は ドイツ、日本か ら来たもので、旧ソビエ トの影響

か ら中国ではこの表現 を使用せず、通常 この種の訴訟は身分関係訴訟 と

呼ばれる1)。人事訴訟は身分関係を対象 とす るが、それは国家が身分関

1郭 美松　 中国 ・西南政法大学法学部副教授(大 学院修士課程 の指導)、 法学博

士(比 較民事訴訟法学専攻)。

2日 本 の人事訴訟法2条 は、人事訴訟の定義 について規定 している。小 野瀬厚 など『新

しい人事訴訟制度』(商事法務2004年 版)203頁 な ど参照。
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係事件 の解決に積極的に介入することを意味 し、そこでは、職権主義 と

い う手続法理が採 られている。採用 される原則や制度は、通常の財産関

係 を対象 とする民事訴訟手続とは異なる。 したが って、多 くの大陸法系

の国々では身分関係 における争訟 に関 して、人事訴訟法を単独に制定す

るか、または、民事訴訟法の中に人事訴訟手続を設けるかのいずれかの

方式 を採用 している。つま り、通常の民事訴訟手続とは別個に、人事訴

訟手続 に関する規定が設けられている。このことから、財産関係 と身分

関係それぞれについての明確 なダブル ・アクセスが形成 されていること

を理解することができよう。

二　人事訴訟手続を特別手続 としない背景と理由

中国において初めて民事訴訟法が制定 された当時、養子縁組や親子関

係事件 の数が少なく、民事事件は主に婚姻訴訟事件であり、通常、人事

訴訟事件 こそ通常の訴訟事件であると認識 されていたため、人事訴訟手

続 を特別手続 とする立法例 には納得 しがたい ものがあった2)。1982年

お よび1991年 の民事訴訟法の 「特別手続」 の中に人事訴訟手続は定め

られていないが、一般の民事訴訟手続の中に婚姻訴訟事件 について若干

の個別的な 「特定規定」が設けられていた。同時 に、「婚姻法」の中に

離婚手続に関する若干の規定が存在 した。当時の中国では、嫡出でない

子の認知、親子関係の確認な どは訴訟ではな く非訟事件で処理 される方

向にあ り、婚姻事件 に限定 した 「特別規定」が設 けられたのである。

中国において二回にわたって制定された民事訴訟法は、ソビエ トの司

法理論に深 く影響 され、その中に独立 した人事訴訟手続が設けられるこ

とはなかった。その原因としては、裁判官の職権探知が強化 されたこと、

職権主義の裁判方式が人事訴訟実務 に対応で きることな どが挙 げられ

る。1982年 民事訴訟法56条2項 は 「人民法院は法定手続に従 って、証

拠 を全面的・客観的に収集 し調査 しなければならない」 と明定 している。

この規定により、通常の民事審理(裁 判)手 続においては、証拠調べに

ついて当事者弁論主義を建前 としているが、事実関係の究明について人

民法院に極めて強力 な権限を与えている。すなわち、当事者訴訟請求の
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当否の判断に必要な事実及び証拠の収集を当事者の意思のみに委ねるこ

ととせず、人民法院に一定の責任 を負 わせ る方法をとるものであること

を示 している。

婚姻事件、親子関係事件 は人の身分問題 に属 し、その処理の仕方の当

否は婚姻関係 ・家庭 の存廃 と関わ り、婦人、子供および老人の法的利益

を保護 しうるか否かにも関係する。よって、単独制ではな く合議制の法

廷 によるもの とし、全面的かつ周到な審理を保障 して、判断の正確 を期

すべ きである。婚姻事件、親子関係事件につき、「人事訴訟手続」または「特

別手続」 による審理を定めていることには、一定の合理性がある。中国

の経験によれば、訴訟手続は人民大衆が訴訟を行いやすいことが肝要で

あ り、人民法院が事件を処理 しやすいことが必要 とされるから、通常の

手続 とは別 に、「人事訴訟手続」 といった ものをさらに設 けて、訴訟手

続 を複雑化すべ きではない。財産関係における争訟 も、身分関係におけ

る争訟 も、私的法益 を争 うものであるから、訴訟手続を別個 に設ける必

要はない3)。

これらのことから、通常の民事訴訟手続は人事訴訟の特質にも対応 し

うるものといえ、こうした訴訟制度の下では、独立 した人事訴訟手続を

設ける必要性はないのである。

三　人事訴訟手続を創設する必要性

人事訴訟は婚姻 ・養子縁組 ・親子関係 とい う基本 的な身分関係 に関す

る紛争 を処理する特別民事訴訟手続であって、適用 される原則や制度は、

通常の財産関係 を対象 とする民事訴訟手続 とは異なる。財産関係が私的

な利害 に属 し、その主体の 自由な処分 による私的自治に委ねるのに対 し

て、身分関係 はその主体だけではな く数多 くの関係者の利害 にかかわり、

さらに社会公共の利益で もあるか ら、財産関係のように、当事者の自由

な処分 に委ねて相対的な解決 をするわけにはいかず、客観的事実に基づ

いて対世的に画一的に処理 しなければならない。その理由 としては、夫

婦や親子関係 とい う基本的な身分関係 を相対的に確定 していたのでは、

多数の関係者の身分関係が混乱 して収拾がつかないことになるか らであ
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るといわれている。そこで身分関係 をめぐる人事訴訟では、通常の民事

訴訟のように当事者の自由な処分 を許容する処分権主義や弁論主義など

の諸原則 とは異なった手続上の取 り扱いが必要 とされる4)。

民事司法改革 により、わが国では、当事者主義が確立され、本来人事

訴訟事件の性質に相応 しい手続や法則が存在 していないため、通常手続

と分離 して、別途に人事訴訟手続を設ける必要性があると考えられる5)。

改革 ・開放政策の施行以後、かつては安定かつシンプルであった中国

における婚姻家庭関係 には大 きな変化が生 じている。人々の倫理道徳観

念が多元化 し、身分関係 も日増 しに複雑化 して きて、この趨勢は依然と

して続いている。離婚率が徐 々に上昇するだけでな く、親子関係事件 と

養子縁組関係事件 などのその他の身分 関係紛争が絶 えず発生 している。

また、市場経済原理を導入 して以来、国民の個人財産の範囲が拡大され

ていることに伴って、個人財産 も増えている。 日本民法起草委員梅謙次

郎先生が 「婚姻取消の有無は財産上重大 な影響がある」 と指摘 されたよ

うに、財産所有者や被相続人の身分関係 は、経済的にも極 めて重要であ

る6)。それゆえに、人事訴訟事件の処理は当事者の身分権 の保護に係わ

るだけでなく、当事者の財産権の保護 について も重要な意味 をもってい

る。例 えば、過去において、離婚事件 は主 として人的関係に関するもの

であったが、現在では、個人財産の増加によって、人的関係 のみな らず、

夫婦財産の分割、養育費、子の利益の保護の問題 も生 じている。

既 に述べたように、人事訴訟手続 に関する規定が民事訴訟法や婚姻法

に分散 し、司法実務 に十分対応で きない上、法律上の規定 も十分でない。

したがって、人事訴訟に関する規定を集中 し、司法実務の要請に応 じる

ために、人事訴訟 に適合 した特別の手続 を立法化すべ きである。

四　中国式の人事訴訟手続の創設に際 して考慮すべ き要素

立法に影響 を与えている要素は、その国の法律や文化の伝統、国民感

情、社会 ・経済の状況、司法資源お よび法律 自体 の科学性 と法則が挙 げ

られる8)。中国式 の人事訴訟手続 を設立す る際 には、中国の社会事情、

文化的背景、法制度の現状などを十分に考慮 に入れなければならない。
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そうでなければ、様 々な工夫の上 に構築 された手続は、実用性 を欠 き、

無用な ものとなって しまう。そこで、考えるべ き要素 を以下に挙げる。

1.民 事訴訟の目的

民事訴訟の目的は、民事訴訟理論の前提または出発点であ り、民事訴

訟モデル、訴訟原則および訴訟制度 を規制する。中国における人事訴訟

手続の設立に際 しては、この民事訴訟の目的に逆行 してはいけない し、

民事訴訟の基本的価値 ・目標 を逸脱 して もいけない。民事訴訟価値の多

元化 は民事訴訟目的の多様性 に関わ り、性質上相違 した民事事件 は追求

する価値・目標 も異なる し、採用された訴訟モデルや訴訟原則なども違っ

て くる。相違 した価値 ・目標および採用 された訴訟モデル ・原則などは、

同一手続の中では調和 し得ないおそれがあることから、事件の性質 ・個

性 により異 なった手続を創設する必要があ り、その結果、訴訟手続の専

門分化に至 るのである。

2.既 存の民事訴訟体系 ・構造

中国における現在の民事訴訟の理論体系は、伝統的民事訴訟理論の糟

粕 を捨て、外国民事訴訟理論のエッセンスを吸収 してできたものであ り、

長期間にわた り中国の司法実務に重要な役割を果たしてきている。 した

がって、中国式の人事 訴訟手続の設立に際 しては、こうした経緯を十分

に考慮 しなければならない。現在の理論体系 を無視 して、人事訴訟手続

を設立することは、本末転倒 も甚だ しい。そうした立法や法改正のあり

方は厳に慎むべ きである。いわば軟着陸の方法により、中国式の人事訴

訟手続を構築すべ きである。法制度の整備 を要する国にとっては、法改

正 は現在 の法体系 に大 きな打撃 を与えてはいけない。「傷筋動骨」の法

改正(徹 底的な法改正)は 、中国の民事訴訟理論の発展に寄与するとい

えるものの、中国司法制度全体の観点か らは、かえって逆効果をもたら

す恐れがある。それゆえ中国式の人事訴訟手続の新設は、現在民事訴訟

体系の許容 しうる範囲で行われるべ きであ り、現実 と乖離 した法改正 に

は意味がない。ただ し、人事訴訟手続の新設が民事訴訟の全体構造 に一

定の変革 をもたらすことを懸念するあまり、一歩 を踏み出せ ないのでは

困る。司法実務の需要に対応で きない現状 を放置するよりも、現在の民
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事訴訟体系 ・構造を適切に修正 して、中国式の人事訴訟手続を設立する

のが賢明な選択であろう。

3.国 民の法的素質お よび法曹の素質

中国の法整備のテンポが加速するにつれ、国民の権利意識は益 々強 く

な りつつあ り、法 に基づいて自己の権利 を主張するという傾向は人々の

中に広 く浸透 している。ただし、権利意識の向上は国民の法律知識が増

したことを意味 して もいなければ、その司法手続の理解が深 まったこと

を意味 してもいない。司法の生命力は国民の司法利用にあるのであって、

国民に司法手続を利用 してもらうべ く、訴訟手続の制定に際 しては、国

民の利便性向上を主たる目標 としなければならない。現在、中国の民事

訴訟手続の規定には、国民 に知 られていない部分が多 く、異なる事件類

型 に対応 した多様な手続は設けられていない。 よって、民事訴訟が法改

正 を機に、各種の事件に合 う手続 を明確 にし、法的知識のない国民に一

目瞭然で、使 い勝手のよいものとすることにより、「司法為民」(司 法は

国民のため)と いう趣旨 ・理念 を実現 させることになろう。

中国における法曹の質は、歴史的な要因により未だ低い ものといわざ

るを得ず、人事訴訟において、たとえ職権探知主義を採用 した としても、

実体的真実の発見 という目標 を必ず しも実現することはできないであろ

う。司法資源 には限 りがあ り、訴訟資料 ・証拠資料の収集は基本的に当

事者 に委ねられ、職権探知主義はただ補充的に作用するにすぎない。事

実認定の主体である裁判官は、その素質がまちまちであ り、全ての人事

訴訟事件 において客観的真実 という程度に達することは難 しい。法曹の

質が全体的に低い現状において、中国式の人事訴訟手続を設立するには、

検察官の参与制度や家事調査員制度などの諸外国の先進的な制度を取 り

入れ、裁判官の職権探知の不足 を補 う必要があろう。

4.諸 外国の法制度の導入 とその改良

立法 に影響 を与える主たる要素は、外国制度の導入と改良によるもの

である。中国では人事訴訟手続に関する理論上の 「資源」は依然 として

乏 しい状態 にあるが、 ドイツや 日本などの入事訴訟手続は百余年の歴史

を持ち、人事訴訟に関する研究が盛んに行われ、その結果 として理論 レ
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ベルの高い研究成果が数多 く累積 している。そこには中国にとって参考

になるものが少な くないため、それを紹介 ・比較研究することは中国式

の人事訴訟手続 を構想す るプロセスにおいては、不可欠の作業である。

なぜ なら、比較法の重要な機能の一つは、法律が 「ある地方的な知識」

にとっての欠陥を克服 し、自国文化の発展を促進することであるからで

ある。外国の法律制度の導入、移植、そ して、その土着化(改 良)の 作

業は、法制現代化にとって重要な歩みである。外国の人事訴訟制度の土

着化(改 良)と は、自国の国情や慣習に合わせて人事訴訟手続制度を設

計するということであって、目標なしに外国の制度 を導入 してはいけな

いとい うことである。 どんな法律制度で も、それが活きる環境、生存す

る気候 と土壌があるのである。 また、新 しい法制度を制定す るときは、

長期間にわたり、裁判実務上で証明された自国の良き制度(例 えば、調

停制度)を 尊重 しなければならない。これらを無視 し、盲 目的に外 国の

制度を取 り入れると、「水土不服」(気 候風土になじまない)に 陥 りかね

ない。

五　中国式の人事訴訟手続の立法モデルの選択

1.外 国の人事訴訟手続の立法モデル(立 法例)

大陸法系諸国では、人事訴訟手続について成文法を制定 し、系統的か

つ網羅的に定めているのが通常 である10)。現在、人事訴訟手続に関す

る立法例は、三種類に分 けられる。(1)ド イツ式の立法モデル。これは、

人事訴訟手続は民事訴訟法の独立 した一編 として設置するというもので

ある。(2)日 本式の立法モデル。 これは、人事訴訟手続は通常手続から

独立 し、設置するとい うものである。(3)旧 ソビエ ト・東欧式の立法モ

デル。これは、人事訴訟 と通常訴訟 とを問わず、すべて民事訴訟法に規

定するというものである。なお、離婚訴訟などについて若干の個別特殊

規定が置かれている。

中国は、人事訴訟手続 を制定する際、上記いずれかの立法例(モ デル)

を選択 し設立するか、またはその他の新 しいモデルにより設立するかは、

中国の法制度の現状および設立の可能性 により決まる。勿論、現行旧ソ
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ビエ トの立法例を廃止すべ きではあるが、その理由については本稿では

立ち入らない。 日本式の立法モデルは単行立法で、色々なメリットがあ

る。複雑な実体法 と調和 させやす く、実体法 を貫徹 ・施行するのに有利

であること、裁判所および当事者にとっては利用 しやすいことが挙げら

れる。ただし、現在の中国では、この立法例 を選択すると、既存の民事

訴訟法体系に大きな衝撃をもた らしかねず、司法改革にとってマイナス

になるおそれがあり、人事的訟法が設立する可能性 はほとんどな くなっ

て しまう。そのゆえに、中国は ドイツ式の立法例を選択するのが懸命で

あろう。具体的には、現行民事訴訟法の第二編の 「第一審手続」に人事

訴訟手続が独立 した 「章」 として設置 し、人事訴訟の範囲、起訴、特殊

主体の当事者適格、調停前置 などの規定を集 中的に定めるのである。こ

の立法モデルの利点 としては、人事訴訟手続が通常民事訴訟手続 との違

いを明確化す ること、現在の民事訴訟体系に大 きな衝撃をもた らすのを

避けること、より早期 に人事訴訟手続を設立 しうることなどが挙げられ

よう。

2.ド イツ式の立法モデルの選択理由

ドイッ式の立法モデルを選択 した理由を以下に挙げる。(1)人 事訴訟

は通常民事訴訟 と異なる特色 をもつ。人事訴訟は身分関係 を対象 とし、

訴訟スタイルや追求される価値 ・目標の点で通常民事事件 と大 きく異な

ることか ら、人事訴訟手続 を独立に設けることは、法院の司法や当事者

に便宜であり、立法技術や制度設計上 も合理的である。(2)規 定内容の

重複 を避けて、精緻な立法体系を実現することができる。人事訴訟 は手

続原則 ・構造 などにおいて通常民事訴訟 とは異なるが、訴訟手続上は人

事訴訟にも通常民事訴訟にも共通する内容は多 く、通常民事訴訟に適用

される起訴、管轄、証拠の採用お よび合議法廷の構成 などに関する規定

は、人事訴訟にも適用 されることになる。(3)人事訴訟事件の特質として、

公益性の色彩が強 く、人事訴訟の確定判決は当事者だけでな く第三者に

対 しても拘束力を有する。つまり、人事訴訟の判決には、対世効が認め

られているのである。よって、この手続を通常民事訴訟手続か ら切 り離

すことには、極めて現実的な意味がある。(4)ド イツ式の立法モデルに

46



中国式の人事訴訟手続の設立 について(郭 美松〉

よることで裁判実務 に与える衝撃を減少させ ることがで きる。人事訴訟

法 を制定す る条件は成熟 していないうえ、現行の立法例 に大 きなバラツ

キがある現状では、通常民事訴訟手続か ら切 り離 して独立 した人事訴訟

手続法を制定することに各方面での納得が得 られない。さらに、中国に

は、人事訴訟手続 を制定 した歴史 ・伝統はな く、それに関連する概念体

系 もないのである11)。(5)民 事訴訟法 とは別個 に独立 した人事訴訟手

続 を制定す る可能性 は、現実的には殆 どない。民事訴訟法 自体、改正 を

要する点が数多 くあ り、人事訴訟法の制定 を検討するゆとりはない。こ

れに対 し、 ドイツ式の立法モデルは、立法への影響があまりな く、比較

的実現 しやすいので、民事訴訟法の改正の機会を利用 して、できるだけ

早 く人事訴訟手続 を創設することがで きる点で賢明であろう。現に、中

国人民大学の江偉教授などによる民事訴訟法改正案 には、人事訴訟手続

の規定があ り、そこでは ドイツ式の立法モデルが採用されているようで

ある12)。

六　 中国式の人事訴訟手続の調整対象

中国の人事訴訟手続 は、「婚姻法」や 「収養法」などの実体法に対応

すべ きであ り、それゆえ、中国の人事訴訟事件には婚姻事件、養子縁組

事件お よび親子事件が含 まれることになろう。他方、死亡宣告事件、成

人後見確認事件は非訟事件手続であ り、人事訴訟手続 には属 さない13)。

それに、現行 中国民事訴訟法 は既にこれ らの事件 に適用する手続 を専

門に定めているため、 これらの事件を人事訴訟手続 を適用する事件 とす

ることは適当ではない。具体的には、婚姻訴訟事件 には離婚訴訟(離 婚

の訴え)、 婚姻 の無効 ・取消訴訟、婚姻関係成立 ・不成立確認訴訟(婚

姻関係 の存否の確認の訴え)が 含まれることになろう3。夫婦同居の訴

えが婚姻訴訟事件に属するか否かについては学説上見解の一致をみない

が、姻訴訟事件には属 さないと解 したい。その理由としては、中国の 「婚

姻法」は配偶者権を確立 していないため、夫婦同居の訴えは法律上の根

拠を欠 くこと、夫婦同居の訴えが姻訴訟事件に属するならば、社会的弱

者、 とりわけ女性の利益の保護 にマイナス効果 をもたらすこと、夫婦同
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居の訴えが身分関係訴訟に属すると解 した場合、判決の執行が難 しいこ

となどが挙げられる。現行 「婚姻法」には、「夫婦 は同居する義務がある」

という明確な規定はないか ら、夫婦同居の訴えを人事訴訟事件の範疇に

含めるべ きではない14)。親子関係事件 には 嫡 出子の否認の訴 え、父

を定める訴え、認知の訴え、認知無効の訴 え、実親子関係存否確認の訴

えが含 まれる。養子縁組事件 には縁組無効の訴え、縁組取消の訴え、養

親子関係確認の訴えが含まれる4。

ただ し、現在、中国の民事実体法は身分関係 について規定 していない

点が少 なくな く、人事訴訟事件 の範囲は民事実体法の改正 に伴 って、適

時に調整 されるべ きである。例 えば、 ドイツ民事訴訟法の第六編の人

事訴訟手続の中身は民事実体法の改正に伴って何度 も修正 されてきたの

である15)。また、人事訴訟事件の範囲については、日本人事訴訟法第2

条のように、法律上明確に定めた方が良いであろう。

3中 国 「婚姻法」第32条 は、次の事実が あった場合 、離 婚の訴え を提起す るこ と

がで きるとす る。①重婚が あった ときまたは配偶 者のある人が別の異性 と同居 を し

た とき、② 家庭内暴力 または家族の構成員 を虐待 ・遺棄する ことを行 った とき、③ ギャ

ンブルや ドラッグなどにお ぼれ、繰 り返 しの説得 に もかかわ らず更生 を拒否す ると

き、④ 当事者双方 に相手 に対す る愛情 がな く、満2年 以上別居 してい る とき、⑤夫

婦間の愛情の崩壊 を結果す るようなその他 の事由、である。 中国 「婚姻法」第10条 は、

次の事由 に該当す る事実が あった場合 、婚姻 は無効 である とす る。① 婚姻 してい る

夫婦 の一方が重婚が あった場合、②夫婦が法律 で禁 じられている近親者 である場合、

③ 婚姻す る前 に、当事者の一方が婚姻 には不適切 である と医学的 にみ なされてい る

疾病 に罹 ってお り、婚姻後 も治癒 していない場 合、④夫婦 の一方が法定婚姻年齢 に

達 していない場合、であ る。中国 「婚姻法」第11条 は、詐欺 または強迫 によって婚

姻 した場合、詐欺 また は強迫 され た当事者 の一方 が婚姻登 録管理機 関 また は人民法

院 に婚姻取消 を求め るものと し、詐欺 または強迫 された当事者の一方 は婚姻登録後

の1年 以内 に婚姻取消 の請求 を提出 しなければな らない とす る。

4中 国 「収養法」 の第25条 は、縁組無効 の原 因についてつ ぎの ように定 めている。

① 養親 また は子供 を養子 に出 した者 が無能力者であるか、 または、民事上能力 を制

限 された者であ る場合、②養親 また は子供 を養子 に出 した者が真 の意思 を表明す る

ことがで きない場合、であ る。上記 の要件 に該 当する ときは、当事 者 また は利害 関

係人は、養子縁組取消 しの訴 えを提起 するこ とができる。 中国 「収養 法」 の第26条

2項 は、養子縁組 を解消す る理 由について、大 略、つ ぎの ような定めが ある。①養

親が養子の養育義務 を果 たさない場合 、または、虐待 、遺棄 な ど未 成年の養子の法

律 上の権利 を侵害す る行為があ った場合、子供 を養子 に出 した者には養子 関係の解

消 を求め る権利が ある。双方の 問で は合意 が成 立 しない ときは、人民法院 に訴 えを

提起 す ることがで きる、② 養親 と成人 した養子 の間 の関係 が悪化 して、共同生活す

る ことが可能で ない場合 には、両者の どち らが養子縁組 を解消 する要請 を提出で き

る。調停 を行 って、効果が ない場合 、養子縁組の解消 を許す とする。
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七　人事訴訟事件を扱 う裁判機関の設立

1.大 陸 ・英米法系の家庭法院または家事法廷の設立状況

人事訴訟事件は通常の財産事件 と異なる性質 をもつので、その処理に

ついては特別の手続が認め られるのが通例である。多 くの国々では人事

訴訟事件 を取 り扱う家庭裁判所 または家事法廷が置かれている。大陸法

系の国では、通常民事事件の第一審裁判所 として、地方裁判所 と区(簡

易)裁 判所 という二種類の裁判所が設置されている。 日本や韓国などで

は、独立 した家庭裁判所 を設置 し、地方裁判所 と同等の ものとしている。

ただし、多数の国では、地方裁判所 または簡易裁判所に家事事件部が設

置 されている。人事訴訟事件がいずれの裁判所の管轄 に属するかは国に

よって異 なる。世界的には、主に以下の三つのタイプに分けられ よう。

(1)中 国や トルコ及びオランダなどでは、通常民事裁判所の管轄 に属

す る。(2)イ ギリス、フランス、イタリアなどでは、人事訴訟事件が

通常民事訴訟事件 と異なる特別の扱いを受けて来たという歴史的沿革か

ら、事件の種類に従い、それぞれ治安裁判所、後見裁判所または、通常

民事裁判所が家事事件 を管轄する。(3)日 本、韓国、オース トラリア

などの諸国は、家庭裁判所 という特別の裁判所 を設置 し、または ドイツ、

ブラジル、スペイン、アメリカのい くつかの州などは従来の裁判所の中

に人事(家 事)訴 訟事件 を専門に処理する 「部」を設置 し(こ れを家庭

裁判所 と呼ぶ国 もある)、 これが家事事件を管轄する16)。

2.中 国において家事法廷 を設置する必要性

長期間にわた り、わが国では、家庭裁判所 も家事法廷 も設置 されずに、

人事訴訟事件は普通の民事法廷 において受理 ・裁判される。現在、人事

訴訟事件の審理機関が通常民事事件の審理機関と分離されている理由は

次 のようである。(1)人 事訴訟事件の割合は全体の民事事件の中で相

対 的に低下 したが、その絶対数 は毎年増えつつある。(2)人 事訴訟手

続の目標 ・価値 は通常の民事訴訟手続 と異なる。(3)裁 判方式および

裁判人員の構成 は、通常民事訴訟のそれと相違する。通常の民事訴訟手

続では、公開審理原則および当事者主義が採用 され、裁判組織は職業裁
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判官によ り構成 される。ただ し、人事訴訟手続では、当事者のプライバ

シーの保護 に配慮 し、非公開方式が採用 され、実体的真実を発見するた

めに職権探知主義が採用 されている。

3.家 事法廷の設置する方法および人的構成

現在、中国では、人事訴訟事件の審理機関の設立については二つの選

択がある。一つは基層法院の中に家事法廷を置 くことであり、もう一つ

は基層法院 と同じ地位の家庭法院を設けることである。中国の国情 と審

理機関の体制からみると、基層法院 と同 じ地位の家庭法院を設置で きる

可能性は非常 に低い。その原因 として以下のことが挙げ られる。(1)

中国の司法資源(と りわけ、人的資源)は 、そ もそも不足 してい るので、

当分の間、独立 し設立 された家庭法院の需要 に対応で きない。(2)現

在 中国の地方法院の財政予算はすべて地方財政によりまかなわれている

ため、地方財政が困難な地域では裁判官の給料 まで も保障されず、 さら

に家庭法院を設立す るには、財政的基盤 に欠 ける。(3)中 国の既存の

審理機関に大 きな衝撃を与え、内部的調整は不可能である。中国におけ

る家事人民法院の設立 には、民事訴訟法の改正だけでな く、他の法律 ・

制度の改革を要する。そこで、人民法院の既存の構造 を変えるのが簡便

である。中国最高人民法院 は法院構造改革によって、「経済審判法廷」

を廃止 し、「大民事審判」ス タイルを構築 している。「民事審判第一法廷」

(以下 「民一廷」 とい う)は 、婚姻 ・家族事件 および不動産契約事件 な

どを管轄 しているが、婚姻 ・家族事件以外の不動産契約事件な どを切 り

離 して、「民一廷」 を人事訴訟事件の専門とすればよい。つまり、「民一

廷」を人事訴訟事件審判法廷 とするわけである。今後一定の条件が揃 っ

た際には、独立 した家事法院の設置を検討することになろう。

家事法廷は、家事裁判官、家事調停委員および家事調査員で構成 され

るべ きである。人事訴訟事件の特殊性に基づいて、人事訴訟事件の審理

を担当する裁判官は法的専門知識を備 えるほか、豊富 な社会経験および

その他の知識 も必要である。通常裁判所で通常民事事件 を担当する裁判

官 と区別 して、多数の国では入事訴訟事件の審理 を担当する裁判官を「家

事法官」(家 事裁判官)と 称 している。家事法官 を担当する裁判官につ
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いては、一定の資格が定め られている。例えば、 ドイツの裁判官法の第

10条 、14条 は、試用裁判官は家事裁判官を担当することがで きず、原

則 として、3年 間の実務経験を有する裁判官が家事裁判官 を担当 しうる

ものと定めている。家事法廷の内部には家事調停委員会が置かれる。家

事調停委員会 は裁判官1名 と調停委員数名で構成され、もっぱら調停に

よ り家事紛争を処理する。ただ し、先入観 を防 ぐため、調停を担当 した

家事裁判官 は再びその後の審理を担当することがで きない。

裁判官は、その身分が特殊であるうえ、多忙であることから、自ら証

拠収集をす る余裕など到底 ない ところ、職権探知主義を貫徹するために、

日本 などでは家事調査員制度が採用 されている。この家事調査員制度の

目的は、人事訴訟事件の適正 ・公平 な処理 を実現することにあるが、そ

のためには法律だけでは十分でな く、社会学や心理学などをも用いた学

際的立場からの分析、省察が必要である。 したがって、法律専 門家 とし

ての裁判官は、他の分野の専門家の協力 を必要 とし、共同で家事事件の

処理 にあたる17)。家事調査員 は、家事裁判官の指揮 の下、事実の調査

を行 う。家事調査員は、その調査結果を口頭または書面で家事裁判官に

報告 し、その際、自己の事件に対する意見 を付加することもで きる。

八　人事訴訟審理に関する原則

人事訴訟事件の性質 に相応 しい特別手続 を構想 しなければならない

ことはいうまでもないが、そのためには、一般の民事手続 とは異なる身

分関係の特質に応 じた以下のような基本原則を定める必要があるであろ

う。

1.非 公開審理原則

当事者の自由な訴訟追行に委ねて紛争の相対解決を図る通常民事訴訟

では、適正 ・公平を実現するため に、一般的に公 開審理が要請 される。

これに対 して、当事者の名誉やプライバシーに関わる人事訴訟は、公開

審理になじまない。加 えて、当事者が感情の回復や憎悪の解消 を望んで

いることからも、原則 として非公開とすべ きであろう。日本の人事訴訟

法22条 は、公 開停止 を規定 しているが、それによると当事者または証
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人が公開の法廷で陳述 をすることにより、社会生活を営むのに著 しい支

障を生ず ることが明 らかであることから当該事項について十分 な陳述 を

することができず、かつ当該陳述を欠 くことにより他の証拠のみによっ

ては当該身分関係 の形成または存否の確認のための適正な裁判をするこ

とができないと認める ときは、当該事項の尋問を公開 しないで行 うこと

ができる。その場合、当該事項の尋問が終了するまで傍聴人を退廷 させ

なければならない。 これは、人事 訴訟事件の審理手続の全体を非公開 と

す ることはせず、特定の事項の尋問に限って非公開 とする立法である。

また、アメリカでは、公開対審の原則およびデュー ・プロセスが重視さ

れているが、当事者のプライバシー と子の保護 を要する家事事件手続で

は、この原則の例外 を様々な方法で設けている。例えば、未成年者養子

縁組事件や親子関係存否確認事件での審理は非公 開でなされる。

中国では、現行 の民事訴訟法の第10条 ・120条 によ り、人事訴訟の

非公開は、任意的に規定されているにす ぎない。たとえば、中国民事訴

訟法120条2項 は 「離婚事件で当事者が非公開の審理を申し立てたとき

は、非公開で審理をすることがで きる」 と規定 しているが、これは、当

事者が非公開の審理の申立てをしない ときに公開で審理することを意味

している。 もっとも、当事者の申立てがあっても、必ず非公 開とされる

わけではな く、非公開 とするか否かは入民法院の決定による。

人事訴訟 においては、事実審理 を非公開とするほか、記録などの訴訟

資料 を非公開 とする必要がある。判例集や雑誌 に当事者の氏名な どを掲

載することにより、非公開の趣 旨を没却 してしまうからである。 日本や

アメリカでは、家事事件に関する記録等の閲覧について様々な制限があ

る。たとえば、養子縁組事件の全資料は当事者お よびその代理人に閲覧

を許すが、これら以外の者に対する閲覧 には、裁判官の許可を要する。

日本の人事訴訟法35条 も同趣旨の規定である。

2.職 権探知主義の導入

人事訴訟法が職権探知主義を採用 しているのは、人事訴訟事件の確定

判決には対世効があることによるが、その根拠は、身分関係が正 しく確

定 されることに公益性があ り、実体的真実発見の高度の要請があること
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にある。 日本の人事訴訟法では、従来の片面的職権探知主義から双面的

職権探知主義ないし全面的職権探知主義に変更 された。すなわち、同法

20条 は訴訟類型 を問わず、全事件 につ き 「人事訴訟 においては、裁判

所は当事者が主張 しない事実を斟酌 し、かつ、職権で証拠調べ をするこ

とがで きる」 と定めている。 ドイツ民事訴訟法にも、その ような規定が

置かれている(同616条)。 身分関係は、単 にその主体 たる当事者のみ

ならず、数多 くの関係人の利害に関わ り、さらに公共的利益 にも影響す

ることから、人事訴訟は、通常民事手続 とは異な り、当事者の自由な訴

訟追行に委 ねることなく、処分権主義および弁論主義を制限 し、裁判所

は、職権 により積極的 に調査 し、証拠 を収集することができ、事実認定

において当事者が提出しない証拠 と事実を勘酌 することがで き、控訴審

裁判所 は当事者の上訴請求の範囲を超えて審理することがで きるとすべ

きである。要するに、職権探知主義が活かされた手続 を実現すべ きであ

る。

中国において人事訴訟手続 を創設するとすれば、全面的職権主義を採

用すべ きであろう。職権探知主義の適用を婚姻または縁組の維持を目的

とする場合に限定する、いわゆる片面的職権探知主義 は、沿革的に合意

による離婚が認められていなかった ドイツ法の下において、その潜脱防

止のために設けられた ものである。中国においては、民法上協議離婚が

認め られていること(民 法31条)と の関係 で、このような制度 を導入

す ることに合理性 はない。離婚 を認めないのは、苦 しみ以外の何 もので

もなく、また、未成年者の成長 にマイナスの影響 を与えかねないからで

ある。

3.検 察官関与

中国では、検察官が人事訴訟事件 に関与する規定 はほ とん ど存在 し

ない。中国民事訴訟法12条 は、「人民検察院は、人民法院の民事裁判活

動に対する監督権を有する」 と定めている。 これにより、中国の検察官

は日本や ドイッの検察官 とは異 なる特別な立場 に立つことになる。 した

がって、現在の中国法制度の枠組みでは、検察官が人事訴訟 と一般民事

公益訴訟に介入することは困難である。中国民事訴訟108条 は「原告 は、
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本案に直接利害関係がある公民、法人お よびその他組織に限る」 と規定

している。 この規定により、当事者適格は権利義務の主体のみに認め ら

れることになる。 したがって、検察官が人事訴訟事件 に関与する特則 を

設けるのであれば、当事者適格の要件を緩和 しなければならないであろ

う。また、検察官の関与により、三面的訴訟構造 を破壊 しかねないので、

裁判官の人事訴訟における位置づけに関 して も慎重 に検討 しなければな

らない18)。諸外国にみ られる公益訴訟制度 を導入 して、検察官が公害

事件や国有資産流失事件について民事公益訴訟を提起することができる

ようにすべ きであるとの学説が提唱され19)、判例 もこれを認めている。

社会公共の利益 にかかわる人事訴訟事件 は上記の事件 より公益性が強

く、検察官が人事訴訟に関与することには、より重要な意味があると考

える。中国における人事訴訟手続 を構築するにあたって、検察官の当事

者関与と一般関与 という規定を民事訴訟法中に置 くべ きである。しかし、

検察資源 にかぎりがあることや、検察官がすべての人事訴訟に関与する

必要もないことから、検察官は公益や公序良俗 と大いに関わる人事訴訟

事件(た とえば、中国婚姻法10条 に違反 した事件)だ けに関与すれば

よい。 日本の人事訴訟法23条 は 「人事訴訟においては、裁判所または

受命裁判官若 しくは受託裁判官は必要があると認めるときは、検察官を

期 日に立ち合わせて事件 につ き意見を述べ させることがで きる」 と規定

している。検察官が当事者 または訴訟参加人 として人事訴訟事件 に関与

することができるとい うのである。日本法の規定などは今後中国式の人

事訴訟手続 を設立する際 に、大いに参考になるであろう。

4.全 面的解決原則

財産関係 をめぐる訴訟は相対的な解決で満足できるものが多いが、身

分関係をめ ぐる訴訟は、対象や当事者ごとに繰 り返 して争われることが

ないよう、その全面的で画一的な解決が要請される。そのためには、一

方で、同一身分関係 についてのあらゆる紛争を一つの訴訟手続 に集中し

て処理で きるようにするために別訴の提起 を禁止 し、他方で、ひとたび

身分判決が確定すれば、訴訟に関与 しなかった第三者にも判決効 を及ぼ

して同一の身分関係 についての新たな訴えを排除 しうるもの とすべきで
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あ る20)。

九　中国式の人事訴訟手続の内容

人事訴訟手続 は独立 した特別手続 として、当事者、証拠、判決、調停

など多 くの点 について、通常民事訴訟手続 とは異なる特性をもつ。こう

した見地から、中国式の人事訴訟手続 に採 り入れるべ き点を以下に掲げ

る。

l.人 事訴訟の管轄

人事訴訟の管轄 については、民事訴訟法22条 などを準用 して、当該

訴訟に係 る身分関係の当事者の普通裁判籍 を有する人民法院が当該人事

訴訟を管轄するものとすべ きである。

2.人 事訴訟の当事者における特別規定

当事者 に関して設けられるべ き特別規定には、当事者の類型、訴訟能

力、当事者適格の緩和などが含 まれ よう。人事訴訟手続の審判の対象と

なる身分法律関係(婚 姻 ・養子縁組 ・実親子関係)は 当事者にとって人

間の尊厳 にもかかわるものであ り、当事者の人格が尊重され、かつ、そ

の主体性の発露たる意思が最優先 されるべ き領域の問題である。 した

が って、身分的法律関係を創設 ・変更 ・消滅 させる場面において、で き

るかぎり当該法律関係の主体者に主導権を認め、可能なか ぎりその意思

を尊重すべ きである。無能力者であっても、その意思があるかぎり、単

独 で訴訟行為 を行 うことがで きるのである21)。そのために、当事者の

訴訟能力 を拡大 し、成年被後見人に訴訟能力を認める一方で、具体的な

人事訴訟事件ごとに当事者の訴訟行為能力について個別に定めるべ きで

ある。例 えば、婚姻無効の訴えや、養親子関係存否確認の訴えなどの各

種の人事訴訟事件について、誰が訴えを提起でき、または、誰 を相手に

訴えを提起するかについて明確 な規定 を置 く必要がある。最高人民法院

の 「婚姻法解釈」7条 は、婚姻無効訴訟における原告適格を定めている

が、これは現行法の補足にすぎず、人事訴訟の当事者関連の規定はほと

んど立法化 されていないので、中国式の人事訴訟手続の中にこれを設け

る必要がある。なお、人事訴訟手続 においては、無能力者 も訴訟能力 を
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有するのであるが、行為の結果を認識するのに充分 な精神的能力である

ところの意思能力はなくてはならない。 したがって、意思能力のない者

が行 った訴訟行為は無効であ り、裁判所はこのような意思能力の存否を

職権で調査 しなければならない。

3.提 訴、訴えの併合 ・変更 ・追加における特別規定

中国民事訴訟法126条 は 「原告が訴訟の請求を追加 し、被告が反訴 を

提起 し、第三者が当該事件 と関係のある訴訟上の請求を提出するときは、

併合 して審理することがで きる」と規定 し、 また、最高人民法院の 「民

事証拠解釈」34条3項 は 「当事者が訴訟請求 を増加 ・変更 または反訴

を提起 した場合 に、立証期限以内に提 出すべ きである」 と定めている。

これらの規定は、通常民事訴訟の準備手続の奏効に とって必要であるが、

この規定を人事訴訟手続に適用すると、さまざまな支障が生 じ妥当では

ない。身分関係 を全面的に安定させ、人事訴訟手続の中で 「一回的紛争

解決」 を図るために、訴の併合 ・変更 ・追加 については、緩和措置を講

ずるべ きであろう。

4.判決制度

中国式の人事訴訟手続の構築に際 して、判決に関連 して整備すべ き事

項は少な くとも二点挙 げられる。第一に、欠席判決に関する規定 を婚姻

事件 に適用 しないことである。当事者本人の意思 を尊重する ドイツ民事

訴訟法612条4項 は 「被告 に対 して、欠席判決 をしてはならない」 と規

定 している。第二 に、人事訴訟が公益に係 わることから、裁判所の言い

渡 した判決 に対世効を認めて、第三者 にも判決効を拡張すべ きである。

ドイツ民事訴訟612条 や 日本人事訴訟法24条 は、その旨の規定 を置い

ている。このように人事訴訟 における判決 に対世効 を認めることにより、

形式的には当事者 とされない第三者は、判決効の拡張 によって実質的な

影響を受けるため、 この第三者の手続関与の機会を充分 に保障 しなけれ

ばならない ことになる5。

5.人 事訴訟 における再審制度の限定適用

中国民事訴訟法181条 は、「当事者は、法的効力を生 じた婚姻関係解

消の判決について、再審理を申し立てることができない」と定めている。
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これは、人事訴訟 において再審制度の適用 を排除することを意味する。

この規定 は、中国法に固有の規定であり、人事訴訟 においては再審 を適

用すべ きか否かを検討する必要がある。中国における再審制度の特徴に

基づいて、人事訴訟に再審を適用するかどうかについて明確 に定めなけ

ればなるまい。離婚の訴 え、婚姻取消 しの訴えおよび養子縁組取消 しの

訴えなどでは、再審制度が制限されるべ きであるが、婚姻関係 ・養子縁

組 ・実親子関係の存否の確認の訴えなどでは、制限の必要はない。民事

訴訟法180条 によると、人民法院の離婚調停書 を騙取 した虚偽離婚の当

事者は、証拠を提出 して、当該離婚調停が自由意思の原則 に反 し、または、

調停 による合意の内容が法に反することを証明 した場合、再審 を申し立

てることができ、そ して、人民法院の審理の結果、事実に一致 した場合

には再審を しなければならない旨を定めている。この規定は、人事訴訟

において限定的に再審を適用 し、完全 に禁止せずに、「誤 りがあった ら、

修正する」 という原則を十分 に反映 しているものといえよう。

十　 おわ りに

人事訴訟は、通常民事訴訟 と異なる価値 ・目標 を追求する以上、性質

の相違する二つの手続を一つの手続に纏めて定めたモデルは理想的なも

のではな く、実務 に様々な支障を生 じるおそれがあるため、人事訴訟手

続は通常民事訴訟手続 と分離 して定め られるべ きである。身分関係 を訴

訟物 にする人事訴訟は通常 の財産事件 と異なって、「非黒即白」 という

冷たい判決を求めるよりも、当事者双方が対話 を通 して、前向きで適切

な解決方法を見出す ようつ とめることがもっとも肝要である22)。

中国民事訴訟法の中に人事訴訟手続に関する規定 を設けるためには、

理論研究において新制度の検討を先行 させる必要がある。長期間にわた

り、民事訴訟学界では人事訴訟手続 における研究に触れず、その研究の

5身 分訴訟 の判決効 と手続保 障の関連につ き鋭 い問題提起 を行 い、議論 に先鞭 をつけ

たの は吉村徳重教授 である。吉村 徳重 「判決効 の拡張 と手続保障-身 分訴訟 を中

心 として」 山木戸還暦(下)118頁 、本間靖規 「身分訴訟の判決効 と手続権保 障」龍

谷法学19巻2号183頁 、奈良次郎 「検察官 を当事者 とする人事訴訟 と手続保 障-

最近の裁判例 を中心 として」 ジュリス ト856号94頁 な ど参照。
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成果は殆 どな く、中国では人事訴訟手続に関する理論上の 「資源」は依

然 として乏 しい状態にある。 これに対 し、 ドイツや日本 などの人事訴訟

手続は百年余 りの歴史を持ち、理論 レベルの高い研究成果が豊富 にある。

中国にとって参考になるものも少な くないため、それを紹介 ・比較研究

することは中国式の人事訴訟手続 を設立する過程においては、不可欠の

重要な作業である。「他 山之石、可以攻玉」 という諺 を持 ち出すまで も

な く、外国の法律制度の導入ないし移植が鍵 となるが、その改良は法制

をアップ ・トゥ ・デー トなもの とするうえでのもう一つの重要な作業で

ある。また、本稿の執筆により、多 くの民訴法研究者が人事訴訟手続へ

の関心を抱 くことを期待 し、中国式の人事訴訟手続の早期設立 を祈念 し

なが ら、擱筆 する。

【付記】

本論文 は、2008年 秋 に本学 において開催 された国際シンポジ

ウムでの筆者のコメン ト(東 北アジア民事訴訟法国際学会報告

書 『多元化する紛争解決方法-日 中韓の対話-』122頁 以下所

収)に 関連 して執筆されたものである。
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